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生駒市国民保護計画改正案新旧対比表 

No 条項 現行規定 改正案 改正理由等 

1 

 

第1編 

第4章 

(1) 

P7 

本市は、近畿のほぼ中央、奈良県の北西端に位置し、東は奈良県

の奈良市・大和郡山市、京都府の京田辺市・精華町、西は大阪府の

交野市・四条畷市・大東市・東大阪市、南は奈良県の平群町・斑鳩

町、北は大阪府の枚方市の８市３町に接している。面積は５３．１

８ｋ㎡であり、東西７．８ｋｍ、南北１４．９ｋｍの南北に細長い

形状を示している。 

本市は、近畿のほぼ中央、奈良県の北西端に位置し、東は奈良県

の奈良市・大和郡山市、京都府の京田辺市・精華町、西は大阪府の

交野市・四条畷市・大東市・東大阪市、南は奈良県の平群町・斑鳩

町、北は大阪府の枚方市の８市３町に接している。面積は５３．１

５ｋ㎡であり、東西７．８ｋｍ、南北１４．９ｋｍの南北に細長い

形状を示している。 

生駒市地域防

災計画に整合 

2 第1編 

第4章 

(3) 

P10 

国勢調査による本市の平成１７年１０月１日現在の人口は、１１

３，７２４人、世帯数４０，１０７世帯で（中略）生産人口（１５

歳以上６５歳未満人口）は６９％、老年人口（６５歳以上人口）は

１７％となっている。（中略）市の全体的な傾向として、４０・５

０代が多くを占め 

国勢調査による本市の令和２年１０月１日現在の人口は、１１６，

６７５人、世帯数４７，６６６世帯で（中略）生産人口（１５歳以

上６５歳未満人口）は５７％、老年人口（６５歳以上人口）は２９％

となっている。（中略）市の全体的な傾向として、４０・５０代、

及び７０代が多くを占め 

最新の国勢調

査の結果を反

映 

 

3 同上 （前項の続き）多くを占めていることから、今後、急速に高齢化が

進むことが予想されること、また、通勤・通学のため 

（前項の続き）多くを占め、生産年齢人口の減少が顕著であり、少

子・高齢化が加速している。また、通勤・通学のため 

「第２期生駒

市まち・ひ

と・しごと創

生総合戦略」

生駒市人口ビ

ジョンに整合 

黄色マーキングは委員送付対比表からの修正部分 

【資料１】 



2 

 

4 同上 

図 

P11 

  

最新の調査デ

ータの反映 

（令和 2 年度

国勢調査） 

5 同(4) 

P12 

国道３０８号バイパス（第二阪奈有料道路）があり 国道３０８号バイパス（第二阪奈道路）があり 正式名称の変

更を反映 

人口密度 
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6 同(6) 

P13 

原子力施設は、市内に存在しないため、放射性物質等の放出による

原子力緊急事態発生時の市民の避難等の対応を迫られるものではな

いが、原子力災害の特殊性を考慮すると、本市の近くにある原子力

事業所の把握が必要となる。本市に隣接する原子力事業所は次のと

おり。 

原子力施設は、市内に存在しないため、放射性物質等の放出による

原子力緊急事態発生時の市民の避難等の対応を迫られるものではな

いが、原子力発電所が立地する福井県敦賀市からの避難者の受け入

れについて積極的に協力していく。 

また、近畿大学原子力研究所において万が一危機事象が発生した

場合も、関係周辺市町村としての対応が必要である。近畿大学原子

力研究所の概要は次のとおり。 

「原子力災害

時における敦

賀市民の県外

広域避難に関

する協定」締

結及びH26県

国民保護計画

改正を反映 

7 第2編 

第1章 

第1-2 

(3) 

P17 

【事態の状況に応じた初動体制の確立】 

 

【事態の状況に応じた初動体制の確立】 

 

事態認定前に

市内で大きな

人的被害害を

伴う事象が発

生した場合、

災対法等を適

用した対応と

なるため、災

害対策本部体

制をとること

を明確化（国

民保護訓練の

実績の反映） 

8 第 2 編

第1章 

市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、応急対

策等重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災害

市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、応急対

策等重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災害

H25・26政府

基本指針改正
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第3 

(1) 

P21 

その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的とし

て、関係省庁、地方公共団体、電気通信事業者等で構成された非常

通信協議会との連携に十分配慮する。 

その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的とし

て、関係省庁、地方公共団体、電気通信事業者等で構成された非常

通信協議会との連携に十分配慮する。 

 また、市は、武力攻撃事態等における警報や避難措置の指示等が

迅速かつ確実に通知・伝達されるよう、緊急情報ネットワークシス

テム（Em-Net）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、防災行政無線等

を中心に、総合行政ネットワーク（LGWAN）等の公共ネットワーク等

の情報通信手段を的確に運用・管理・整備を行う。 

及びH26県国

民保護計画の

改正（2編1

章3節）(市に

直接関係ない

中央防災無

線、消防防災

無線、政府共

通ネットワー

クは省略)の

反映 

9 第2編 

第1章 

第4-2 

P23 

(1) 警報の伝達体制の整備 

市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団

体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、伝達方

法等の周知を図る。 

(1) 警報の伝達体制の整備 

市は、知事から、または内閣官房から緊急情報ネットワークシス

テム（Em-Net）、消防庁から全国瞬時警報システム（J-ALERT）等に

より警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方

法等についてあらかじめ定めておくとともに、伝達方法等の周知を

図る。 

H25政府基本

指針改正及び

H26県国民保

護計画の改正

の反映（2編1

章4節第2-1） 

10 同上 (2) 防災行政無線の整備  

市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要

となる同報系その他の防災行政無線の整備に努める。 

(2) 防災行政無線等の整備  

市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要

となる同報系その他の防災行政無線やその他の伝達手段の整備に努

める。 

本市が整備中

の「 J-ALERT

情報自動館内

放送システ

ム」や将来の

各種伝達手段

の利用を考慮 
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11 同上 

P24 

(5) 多数の者が利用する施設に対する警報の伝達のための準備 

市は、知事から警報の内容の通知を受けたときに、市長が迅速に

警報の内容の伝達を行うこととなる区域内に所在する学校、病院そ

の他の多数の者が利用する施設について、県との役割分担も考慮し

て定める。 

(5) 多数の者が利用する施設に対する警報の伝達のための準備 

 市は、知事から、または内閣官房から緊急情報ネットワークシステ

ム（Em-Net）、消防庁から全国瞬時警報システム（J-ALERT）等によ

り警報の内容の通知を受けたときに、市長が 

H25 政府基本

指針改正及び

H26 県国民保

護計画の改正

の反映（2編1

章4節第2-2） 

12 （つづき）迅速に警報の内容の伝達を行うこととなる区域内に所在

する学校、幼稚園・保育園・こども園、病院その他の多数の者が利

用する施設について、県との役割分担も考慮して定める。 

J-ALERT 情報

自動館内放送

システムの整

備を反映 

13 第2編 

第1章 

第4-3 

(1) 

P24 

市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民

の安否情報に関して、「武力攻撃事態等における安否情報の報告方

法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定め

る省令」（以下「安否情報省令」という。）第１条に規定する様式

第１号及び様式第２号により安否情報の収集を行うとともに、同省

令第２条に規定する様式第３号（いずれも資料編参照）により、県

に報告する。 

市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民

の安否情報に関して、「武力攻撃事態等における安否情報の収集及

び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な

事項を定める省令」（以下「安否情報省令」という。）第１条に規

定する様式第１号及び様式第２号により安否情報の収集を行うとと

もに、同省令第２条に規定する様式第３号（いずれも資料編参照）

により、県に報告する。 

当該省令の名

称変更による 

14 同上 

P24 ～

P25 

〔１〕避難住民（負傷した住民も同様） 

① 氏名 

② ふりがな 

③ 出生の年月日 

④ 男女の別 

⑤ 住所 

⑥ 国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

〔１〕避難住民（負傷した住民も同様） 

① 氏名 

② フリガナ 

③ 出生の年月日 

④ 男女の別 

⑤ 住所（郵便番号を含む。） 

⑥ 国籍 

安否情報省令

の改正の反映

(現行省令の

様式の記載項

目に整合) 
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⑦ ①～⑥のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれ

かに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代え

て個人を識別することができるものに限る。） 

⑧ 居所 

⑨ 負傷又は疾病の状況 

⑩ ⑧及び⑨のほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められ

る情報 

⑪ 親族・同居者・知人からの照会への回答希望の有無 

⑫ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公

表についての同意の有無 

〔２〕死亡した住民（上記①～⑦に加えて） 

⑬ 死亡の日時、場所及び状況 

⑭ 遺体の安置場所 

⑮ 上記について、親族・同居者・知人以外の者からの照会に対す

る回答へ の配偶者又は直近の直系親族等からの同意の有無 

⑦ ①～⑥のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれか

に掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人

を識別することができるものに限る。） 

⑧ 負傷（疾病）の該当 

⑨ 負傷又は疾病の状況 

⑩ 現在の居所 

⑪ 連絡先その他必要情報 

⑫ 親族・同居者からの照会への①～⑪の回答希望の有無 

⑬ 知人からの照会に対する①⑦⑧の回答希望の有無 

⑭ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公表

についての同意の有無  

〔２〕死亡した住民（上記①～⑦に加えて） 

⑧ 死亡の日時、場所及び状況 

⑨ 遺体の安置場所 

⑩ 連絡先その他必要事項 

⑪ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答への配偶

者又は直近の直系親族等からの同意の有無 

15 第2編 

第1章 

第5-2 

(1) 

P26 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練にお

けるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、

自衛隊等との連携を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練にお

けるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、

自衛隊等との連携による、ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災

害への対応訓練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力

攻撃事態等に特有な訓練等について、人口密集地を含む様々な場所

や想定で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用い

るなど実践的なものとするよう努める。 

H29政府基本

指針改正及

び H30県国

民保護計画の

改正の反映

（第2編1章

5節第2-1） 
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16 第 2 編

2章1 

(3) 

P28 

高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮 

 市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難

することが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作

成する避難支援プランを活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を

講じる。 

高齢者、障がい者等災害時要援護者への配慮 

 市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障がい者等自ら避

難することが困難な者の避難について、自然災害時への対応として

作成する「生駒市災害時要援護者避難支援プラン」を活用しつつ、

災害時要援護者の避難対策を講じる。 

（※他「障害者」15箇所も「障がい者」に修正） 

用語の適正化

（参考：生駒

市災害時要援

護者支援事業

は平成 23 年

度から開始） 

17 第3編 

第1章 

２ 

P35 

事態警戒体制Ｂ 

事態警戒体制Ｂは、市対策本部設置以前の段階で、関係機関等か

らの情報により多数の人が死傷する事案の発生を把握した場合にお

いて、市として的確かつ迅速に対処するため、武力攻撃事態等に関

する初動措置に関して万全を期する。 

事態警戒体制Ｂ及び災害対策本部体制 

 事態警戒体制Ｂは、市対策本部設置以前の段階で、関係機関等か

らの情報により多数の人が死傷する事案の市外での発生を把握した

場合や、市内で事態認定に至る可能性が高い事態が発生した場合に

おいて、市として的確かつ迅速に対処するため、武力攻撃事態等に

関する初動措置に関して万全を期する。 

市内において多数の人が死傷する事案が発生したことを把握した

場合は、生駒市地域防災計画に定める事故災害対策本部体制をもっ

て災害対策基本法等を適用し、避難の指示、警戒区域の設定、救急

救助等の応急措置を実施する。 

第 2編 1章第

1-2(3) の 表

【事態の状況

に応じた初動

体制の確立】

の修正に整合 

18 同(2) 

P35 

市対策本部会議構成員（生駒市地域防災計画の災害対策本部）は、

上記の情報を知った時は速やかに市庁舎４０１及び４０２会議室に

参集する。 

市対策本部に配備される一般職員（生駒市地域防災計画の１号動

員等）は上記の情報を知ったときは速やかに各所属課に参集する。 

市対策本部会議構成員（生駒市地域防災計画の災害対策本部）は、

上記の情報を知った時は速やかに市庁舎大会議室に参集する。 

市対策本部に配備される一般職員（生駒市地域防災計画の１号動

員等）は上記の情報を知ったときは速やかに各所属課及び大会議室

に参集する。 

現行の災害対

策本部の設置

場所及び参集

職員の勤務位

置に整合 

19 同(3) 

P35 ～

36 

事態警戒体制Ｂの配備を行った場合は、次の事務を行う。 

① 県に体制配備の連絡を行う。 

②  消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る

事態警戒体制Ｂの配備を行った場合は、次の事務を行う。 

① 県に体制配備の連絡を行う。 

②  消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る

第 2編 1章第

1-2(3) の 表

【事態の状況
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情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共

機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行う。 

③ 市長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要がある

と認めるときは、県や他の市町村等に対し支援を要請する。 

④ 初動措置の確保として、各種の連絡調整にあたるとともに、現場

の消防機関による消防法に基づく火災警戒区域又は消防警戒区域

の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必要により、災

害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助

等の応急措置を行う。 

また、市長は国、県等から入手した情報を消防機関に提供する

とともに必要な指示を行う。市は、警察官が行う避難の指示や警

戒区域の設定についても緊密な連携を図る。事態認定後において

は、事態の状況に応じて国民保護措置を実施する。 

⑤ 市民への広報及び報道機関との連絡調整を行う。 

⑥ 速やかに国民保護対策本部体制へ移行することができるよう準

備を行う。 

情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共

機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行う。 

③ 初動措置の確保として、各種の連絡調整にあたる。 

また、市長は国、県等から入手した情報を消防機関に提供する

とともに必要な指示を行う。市は、警察官が行う避難の指示や警

戒区域の設定についても緊密な連携を図る。事態認定後において

は、事態の状況に応じて国民保護措置を実施する。 

④ 市民への広報及び報道機関との連絡調整を行う。 

⑤ 速やかに国民保護対策本部体制へ移行することができるよう準

備を行う。 

 災害対策本部体制の配備を行った場合は、①～⑤に加えて、次の事

務を行う。 

⑥ 市長は、現場の消防機関による消防法に基づく火災警戒区域又は

消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、災

害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助

等の応急措置を行う。 

⑦ 市長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要がある

と認めるときは、県や他の市町村等に対し支援を要請する。 

に応じた初動

体制の確立】

の修正に伴

い、本号③及

び④の一部を

災害対策本部

が実施する事

務として整理

し記載 
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20 同上 

P36 

  

第 2編 1章第

1-2(3) の 表

【事態の状況

に応じた初動

体制の確立】

の修正に整合 

21 第3編 

第1章 

３ 

P37 

なお、災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置された場合にお

いて、その後、政府において事態認定が行われ、市対策本部を設置

すべき市の指定の通知があった場合には、直ちに市対策本部を設置

し、災害対策本部を廃止するものとする。 

なお、災害対策基本法に基づく災害対策本部（事故災害対策本部）

を設置した場合において、その後、政府において事態認定が行われ、

市対策本部を設置すべき市の指定の通知があった場合には、直ちに

市対策本部を設置し、災害対策本部を廃止するものとする。 

同上 

及び災害対策本部体制 
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22 第 3 編

2 章１

(3) 

P39 

（図「市対策本部の組織及び機能」） 

市対策本部 

 

市対策本部（対策本部会議） 

現行の生駒市

地域防災計画

との整合 

23 第 3 編

第4章 

第1-1 

(1) 

P46 

市長は、知事から警報の通知を受けた場合には、あらかじめ定めら

れた伝達方法（伝達先、手段、伝達順位）により、速やかに住民及

び関係のある公私の団体（消防団、自治会、社会福祉協議会、農業

協同組合、商工会議所、病院、学校など）に警報の内容を伝達する。 

市長は、知事から、または内閣官房から緊急情報ネットワークシス

テム（Em-Net）、消防庁から全国瞬時警報システム（J-ALERT）等に

より警報の通知を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法

（伝達先、手段、伝達順位）により、速やかに住民及び関係のある

公私の団体（消防団、自治会、社会福祉協議会、農業協同組合、商

工会議所、病院、学校など）に警報の内容を伝達する。 

H25 政府基本

指針改正及び 

H26 県国民保

護計画の改正

の反映（3編4

章1節第2-2） 

24 同(2) 

P46 

① 市長は、知事から警報が通知された場合には、直ちに市の各

執行機関、その他の関係機関に対し、警報の内容を通知する。 

① 市長は、知事から、または内閣官房から緊急情報ネットワークシ

ステム（Em-Net）、消防庁から全国瞬時警報システム（J-ALERT）

等により警報が通知された場合には、直ちに市の各執行機関、そ

の他の関係機関に対し、警報の内容を通知する。 

同上 

市対策本部員（本部会議） 

 

市長公室長 
 議会事務局長 
 企画財政部長 
 市民部長 
 福祉健康部長 
 生活環境部長 
 建設部長 
 都市整備部長 
 開発部長 
 水道局長 
 教育総務部長 
 生涯学習部長 
 消防長 
消防本部次長 

 

各部 

 

公室部 

企画総務部 

救援部 

医療福祉部 

水道部 

環境部 

土木部 

教育部 

消防部 

市対策本部員 

 

 危機管理監 

 各 部 長 

各部 

 

本部事務局 

救援衛生部 

医療福祉部 

水道部 

土木部 

教育部 

消防部 
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25 同 上 

図 内 

P46 

※ 市長はホームページに警報の内容を掲載。警報の伝達にあたっ

ては、防災行政無線のほか拡声器を活用することなどにより行う。 

※ 市長はホームページに警報の内容を掲載。警報の伝達にあたっ

ては、防災行政無線のほか緊急速報メールを活用することなどによ

り行う。 

第 4 章 第

1-2(1)①の記

述変更に整合 

26 第 3 編

第4章 

第1-2 

(1) 

P47 

警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する

伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。 

警報の内容の伝達方法については、原則として以下の要領により行

う。 

本市の防災行

政無線（同報

系）の運用開

始等の反映 

27 ① 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地

域」に市が含まれる場合 

この場合においては、車載の拡声器などで国が定めたサイレンを

最大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、広報車による地域巡回、

消防団や自主防災組織による伝達、自治会等への協力依頼などによ

り、警報が発令された事実を速やかに周知する。 

①  「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地

域」に市が含まれる場合 

緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）、全国瞬時警報システ

ム（J－ALERT）で緊急情報を受信した場合、原則として、防災行政

無線（同報系）で国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴して住民に

注意喚起した後、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等

を周知する。 

この際、緊急速報メールを積極的に活用して、市民に警報発令の

事実を速やかに周知する。 

同上及び H25

政府基本指針

改正並びに

H26 県国民保

護計画の改正

（3 編 4 章 1

節第2-2(1)）

の反映 

28 同(2) 

P47 

市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な

協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達すること

ができるよう、体制を整備する。 

この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用

し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域

との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や災害時要援

護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率

的な伝達が行なわれるように配意する。 

（削除し本章第 2-2(4)に準じた内容を記載、以下各号繰り上がり） 前号①の変更

に整合 

避難実施要領

の周知手段と

しては引き続

き必要と考え

られる（令和

4 年度国民保
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また、市は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による

拡声機や標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われ

るよう、県警察と緊密な連携を図る。 

護訓練の実

績）ため、該

当箇所に転記 

29 第 3 編

第4章 

第2-2 

(2) 

P49 

① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 

避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自治

会、町内会、事務所等地域の実情に応じた適切な避難実施単位を

記載する。 

⑤ 集合に当たっての留意事項 

集合に当たっては、高齢者、障害者等要避難援護者の所在確認

その他留意すべき事項を、また、集合後の町内会や近隣住民間で

の安否確認、残留者等の有無の確認や要避難援護者への配慮その

他留意すべき事項を記載する。 

① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 

避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自治

会、事務所等地域の実情に応じた適切な避難実施単位を記載する。 

⑤ 集合に当たっての留意事項 

集合に当たっては、高齢者、障害者等要避難援護者の所在確認

その他留意すべき事項を、また、集合後の自治会や近隣住民間で

の安否確認、残留者等の有無の確認や要避難援護者への配慮その

他留意すべき事項を記載する。 

用語の整理

（本市では

「町内会」で

はなく、「自治

会」を使用。） 

30 同(3) 

P50 

⑥ 要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン、災害時要援護者支

援班の設置） 

⑥ 要援護者の避難方法の決定（「生駒市災害時要援護者避難支援プ

ラン」、災害時要援護者支援班の設置） 

用語の適正化 

31 同(4) 

P50 

また、市長は、直ちにその内容を市の他の執行機関、消防長、警

察署長及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知す

る。 

 さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供

する。 

また、市長は、直ちにその内容を市の他の執行機関、消防長、警

察署長及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知す

る。 

市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な

協力を得ることなどにより、各世帯等に避難実施要領の内容を周知

することができるよう、体制を整備する。 

この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用

し、巡回等による周知を行うとともに、消防団は、平素からの地域

との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や災害時要援

護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率

本章第1-2(2)

の削除に伴い

同趣旨の内容

を記載（本章

第1-2(2)の改

正理由を参

照） 
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的な周知が行なわれるように配意する。 

また、市は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による

拡声機や標示を活用した避難実施要領の内容の周知が的確かつ迅速

に行われるよう、県警察と緊密な連携を図る。 

 さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提

供する。 

32 第 3 編

第4章 

第2-3 

(1) 

P51 

市長は、避難実施要領で定めるところにより、市の職員並びに消

防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、避難実

施要領の内容に沿って、自治会、町内会、学校、事業所等を単位と

して誘導を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではない。 

市長は、避難実施要領で定めるところにより、市の職員並びに消

防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、避難実

施要領の内容に沿って、自治会、学校、事業所等を単位として誘導

を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではない。 

用語の整理

（本市では

「町内会」で

はなく、「自治

会」を使用。） 

33 同(3) 

P52 

市長は、避難実施要領の内容を踏まえ、市の職員及び消防機関の

みでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長又は国民

保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長に対して、警察官

又は自衛官（以下、「警察官等」という。）による避難住民の誘導を

要請する。 

市長は、避難実施要領の内容を踏まえ、市の職員及び消防機関の

みでは十分な対応が困難であると認めるとき、または事態の発生に

より既に立ち入り規制区域が設定され、当該区域内に避難誘導に当

たる職員等を配置することに危険が伴う懸念がある場合には、警察

署長又は国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長に対

して、警察官又は自衛官（以下、「警察官等」という。）による避

難住民の誘導を要請する。 

令和４年度国

民保護訓練の

反映 

34 同(6) 

P52 

市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援

護者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関

係者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手

段の確保を的確に行うものとする。また、「避難支援プラン」を策定

した場合には、当該プランに沿って対応を行う。 

市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援護

者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係

者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手段

の確保を的確に行うものとする。また、「生駒市災害時要援護者避

難支援プラン」に基づく個別支援計画書を策定した場合には、当該

個別支援計画書に沿って対応を行う。 

用語の適正化

（参考：生駒

市災害時要援

護者支援事業

は平成 23 年

度から開始） 
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35 同(13) 

P54 

避難住民の復帰のための措置 

  市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関

する要領を作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講

じる。 

大規模集客施設や旅客輸送関連施設 

市長は大規模集客施設や主要駅についても、施設管理者と連携

し、当該施設に滞在する者等についても、避難等の国民保護措置

が円滑に実施できるよう必要な対策をとる。 

(14) 避難住民の復帰のための措置 

市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関

する要領を作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講

じる。 

H25 政府基本

指針改正及び 

H26 県国民保

護計画の改正

の反映（3編4

章2節第2） 

36 第 3 編

第4章 

第2-4 

表内 

P54 

（弾道ミサイル攻撃の場合の欄） 

このため、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）の意図

等により攻撃目標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイ

ルの精度により、実際の着弾地点は変わってくる。このため、す

べての市町村に着弾の可能性があり得るものとして、対応を考え

る必要がある。 

加えて、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）の意図等

により攻撃目標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイル

の精度により、実際の着弾地点は変わってくることから、すべて

の市町村に着弾の可能性があり得るものとして、対応を考える必

要がある。 

このため弾道ミサイル発射時に住民が適切な行動をとること

ができるよう、国（内閣官房、消防庁等）が作成する各種資料等

を活用し、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報

伝達及び弾道ミサイル落下時の行動について平素から周知に努

めるものとする。 

H29政府基本

指針改正及び

H30県国民保

護計画の改正

に整合（第3

編4章2節第

2-1(3)③）（併

せて表現の重

複を修正） 

37 第 3 編

第5章 

3(1) 

P58 

市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基

準」（平成１６年厚生労働省告示第３４３号。以下「救援の程度及び

基準」という。）及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行

う。 

市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困

市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の

基準」（平成２５年内閣告示２２９号。以下「救援の程度及び基準」

という。）及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。 

市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が

困難であると判断する場合には、知事に対し、内閣総理大臣に特別

国民保護に関

する救援事務

の厚生労働省

から内閣府へ

の移管に伴う

整理、H26 県
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難であると判断する場合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な

基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。 

な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。 国民保護計画

の改正の反映

（3 編 5 章第

3） 

38 同(2) 

P59 

また、県と連携して、ＮＢＣ攻撃による特殊な医療活動の実施に留

意する。 

また、県と連携して、ＮＢＣ攻撃や武力原子力災害時における特殊

な医療活動、避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含

む。）の避難退域時検査（スクリーニング）及び簡易除染その他放

射性物質による汚染の拡大を防止するため必要な措置の実施に留意

する。 

H26・28政府

基本指針改正

及びH26県国

民保護計画の

改正の反映

（第3編5章

第4(1)） 

39 第3編 

第6章 

図 

P60 

収集項目 

１ 避難住民（負傷した住民も同様） 

① 氏名 

② ふりがな 

③ 出生の年月日 

④ 男女の別 

⑤ 住所 

⑥ 国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑦ ①～⑥のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに

掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識

別することができるものに限る。） 

⑧ 居所 

⑨ 負傷又は疾病の状況 

収集項目 

１ 避難住民（負傷した住民も同様） 

① 氏名 

② フリガナ 

③ 出生の年月日 

④ 男女の別 

⑤ 住所（郵便番号を含む。） 

⑥ 国籍 

⑦ ①～⑥のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれか

に掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人

を識別することができるものに限る。） 

⑧ 負傷（疾病）の該当 

⑨ 負傷又は疾病の状況 

安否情報省令

の改正の反映

(現行省令の

様式の記載項

目に整合) 
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⑩ ⑧及び⑨のほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる

情報 

⑪ 親族・同居者・知人からの照会への回答希望の有無 

⑫ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公表に

ついての同意の有無 

２ 死亡した住民（上記①～⑦に加えて） 

⑬ 死亡の日時、場所及び状況 

⑭ 遺体の安置場所 

⑮上記について、親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する

回答への配偶者又は直近の直系親族等からの同意の有無 

⑩ 現在の居所 

⑪ 連絡先その他必要情報 

⑫ 親族・同居者からの照会への①～⑪の回答希望の有無 

⑬ 知人からの照会に対する①⑦⑧の回答希望の有無 

⑭ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公表

についての同意の有無  

２ 死亡した住民（上記①～⑦に加えて） 

⑧ 死亡の日時、場所及び状況 

⑨ 遺体の安置場所 

⑩ 連絡先その他必要事項 

⑪ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答への配偶

者又は直近の直系親族等からの同意の有無 

40 第3編 

第6章 

1(1) 

P61 

また、安否情報の収集は、避難住民の誘導の際又は避難所におい

て、避難住民等から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外

国人登録原票等、市が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有

する情報等を活用して行う。 

また、安否情報の収集は、避難住民の誘導の際又は避難所において、

避難住民等から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳等、市が

平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して

行う。 

外国人登録制

度の廃止（住

民基本台帳に

記載） 

41 第 3 編

第 7 章

第1-2 

P63 

(1) 市長への通報 

 消防吏員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒

素等による動物の大量死（以下略） 

(2) 知事への通知 

 市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防吏員又は警察

官から通報を受けた場合において（以下略） 

(1) 市長への通報 

 消防職員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒

素等による動物の大量死、（以下略） 

(2) 知事への通知 

  市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防職員又は警察

官から通報を受けた場合において、（以下略） 

用語の整理 
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42 第3編 

第 7 章

第2-1 

(4)① 

P66 

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく

線量の管理を行いつつ、活動を実施させる。 

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線

量の管理を行いつつ、活動を実施させる。 

 住民の避難に当たっては、避難住民等（運送に使用する車両及びそ

の乗務員を含む。）の避難退域時検査（スクリーニング）及び簡易

除染その他放射性物質による汚染の拡大を防止するため必要な措置

を実施する。 

H26・28政府

基本指針の改

正及びH26県

国民保護計画

の改正の反映

（第3編7章

2節第1-4） 

43 第 3 編

第 7 章

第3-5 

(4) 

P71 

市長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断

した場合又は武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要するなど必要

と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る

基本的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊運用要綱に基づき

（以下略） 

市長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断

した場合又は武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要するなど必要

と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る

基本的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊の応援等の要請等に

関する要綱に基づき（以下略） 

新たに当該要

綱が策定され

たため。 

44 第 3 編

第 7 章

第3-5 

(6)P71 

市長は、他の被災市町村の長から相互応援協定等に基づく応援要請

があった場合及び消防庁長官による緊急消防援助隊等の出動指示が

あった場合に伴う消防の応援を迅速かつ円滑に実施するために（以

下略） 

市長は、他の被災市町村の長から相互応援協定等に基づく応援要請

があった場合及び消防庁長官による緊急消防援助隊等の出動の求め

又は指示があった場合に伴う消防の応援を迅速かつ円滑に実施する

ために（以下略） 

緊急消防援助

隊の応援等の

要請等に関す

る要綱第6条

に準拠 

45 第 3 篇

第 8 章

③ 

P73 

市は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火災・災

害等即報要領（昭和５９年１０月１５日付け消防災第２６７号消防

庁長官通知）（資料編参照）に基づき、電子メール、ＦＡＸ等により

直ちに被災情報の第一報を報告する。 

市は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火災・災

害等即報要領（昭和５９年１０月１５日付け消防災第２６７号消防

庁長官通知）（資料編参照）に基づき、電子メールにより直ちに被災

情報の第一報を報告する。 

令和3年5月

の火災・災害

等即報要領の

改正による。 

46 同 ④

P73 

市は、第一報を県及び消防庁に報告した後も、随時被災情報の収集

に努めるとともに、収集した情報についてあらかじめ定めた様式（資

料編参照）に従い、電子メール、ＦＡＸ等により県が指定する時間

に県に対し報告する。 

市は、第一報を県及び消防庁に報告した後も、随時被災情報の収集

に努めるとともに、収集した情報についてあらかじめ定めた様式（資

料編参照）に従い、電子メールにより県が指定する時間に県に対し

報告する。 
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